
 

 
 

議  案  第  １７  号  

 

 

新居浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

平成２４年２月２７日提出  

 

新居浜市長  佐  々  木   龍  

 

 

新居浜市介護保険条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市介護保険条例（平成１２年条例第５号）の一部を次のように改正する。  

第５条第１項中「平成２１年度から平成２３年度」を「平成２４年度から平成２６年

度」に改め、同項各号を次のように改める。  

（１）介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第３９条

第１項第１号に掲げる者  ３７，５００円  

（２）令第３９条第１項第２号に掲げる者  ３７，５００円  

（３）令第３９条第１項第３号に掲げる者  ５６，２００円  

（４）令第３９条第１項第４号に掲げる者  ７５，０００円  

（５）次のいずれかに該当する者  ９３，７００円  

ア  地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する

合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）が１９０万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの  

イ  生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者

（以下「要保護者」という。）であって、その者が課される保険料額についてこ

の号の区分による額を適用されたならば保護（同法第２条に規定する保護をいう。



 

 
 

以 下 同 じ 。 ） を 必 要 と し な い 状 態 と な る も の （ 令 第 ３ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 イ

（（１）に係る部分を除く。）、次号イ又は第７号イに該当する者を除く。）  

（６）次のいずれかに該当する者  １１２，５００円  

ア  合計所得金額が２７０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの  

イ  要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。）  

（７）次のいずれかに該当する者  １２３，７００円  

ア  合計所得金額が３５０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの  

イ  要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除く。）  

（８）前各号のいずれにも該当しない者  １３１，２００円  

第５条第２項及び第３項を削る。  

第６条第３項中「すべて」を「全て」に改める。  

第１６条中「所得状況並びに当該者」を「所得状況、当該者」に、「本人並びに」を

「本人及び」に、「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）」を「地方税法」に、「す

べてが地方税法第３１７条の２第１項」を「全てが同項」に、「地方税法第３１７条の

６第１項」を「同法第３１７条の６第１項」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２４年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の新居浜市介護保険条例の規定は、平成２４年度から平成２６年度までの各

年度における保険料について適用し、平成２３年度以前の年度分の保険料については、

なお従前の例による。  

（平成２４年度から平成２６年度までにおける保険料率の特例）  



 

 
 

３  介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）附則第１７条第１項及び第２項

（同条第３項及び第４項において準用する場合を含む。）に規定する第１号被保険者

の平成２４年度から平成２６年度までの各年度における保険料率は、第５条の規定に

かかわらず、６３，７００円とする。  

 

提案理由  

新居浜市介護保険事業計画の見直しに伴い、介護保険法施行令の改正により設けられ

た保険料率の算定に関する基準の特例を踏まえた保険料率の改定を行うため、本案を提

出する。  


